
聴覚障がい者が運転できる車種の拡大
平成２４年４月１日の道路交通法改正により、聴覚障がい者の方が運転でき

る車種が拡大されました。
聴覚障がい者（両耳の聴力（補聴器装着を含む）が１０メートルの距離で、９０デ

シベルの音が聞こえない方）が運転できる車両は、

○ 聴覚障害者標識を表示してワイドミラー（特定後写鏡）を装着した普通乗用自

動車

に限られていましたが、

○ 聴覚障害者標識を表示して左右のサイドミラーに補助ミラーを装着した普通貨

物車

○ 聴覚障害者標識を表示せず、ワイドミラーや補助ミラーを装着していない二輪

車及び小型特殊車

も運転できるようになります。

 
お問い合わせ 

熊本県警察本部運転免許課（熊本県運転免許センター）     

電話：096(233)0110(平日 8:30～17:15) ＦＡＸ：096(233)2227 
 


